
指
定

市
町

村
の

指
定

基
準

等
（

た
た

き
台

）
に

対
す

る
意

見
 

 

参
考
資
料
３

 



目 次 

 

○ 三重県知事、飯田市長、池田町長、横浜市長 

○ 岩崎委員 

Ｐ１ 

Ｐ４ 



１ 



２ 



３ 



指定市町村の指定基準等（たたき台）についての意見 
 

岩崎由美子 
 

  
○ 「Ⅱ 農地転用許可制度等に係る事務処理体制が整っていると認められるこ

と」の「３ 農業委員会への事務委任について」について 
  
 指定市町村における農業委員会の役割をより明確に位置づけるべきであるよう
に考えます。 
 
 前回の会議では、地方自治法の事務処理特例制度により、約３割の市町村が
都道府県から権限の委譲を受けて農地転用の許可を行っており、そのうちの９割
は、地方自治法に基づいて農業委員会に事務を再委任している状況にあるとの
ご説明がありました。このことは、かかる事務処理を行うにあたっては、農地法等
の法令業務等を実施しノウハウが蓄積されている農業委員会こそが最適任の組
織であることを端的に示しているといえるでしょう。 
 
 従って、本制度のスムーズな導入と定着を図るうえでは、現在事務処理特例制
度による農地転用許可等を行っていない市町村も含め、指定を受けた市町村は
原則として農業委員会に事務を再委任するように方向付けるなど、農業委員会
の役割を明確に位置づけることが必要であると思います。（もちろん必置基準の
関係で農業委員会がない市町村については別の対応が必要になりますが。）地
域農業と農地の実情を詳細に把握し、基準案Ⅲの考え方②に列挙されているよ
うな優良農地の確保や遊休農地の解消、農地の利用集積等に現場で汗をかい
て取り組んでいるのは、農業者の代表からなる農業委員会にほかなりません。こ
の指定市町村制度導入の目的が規制緩和にあるのではなく、あくまで地方分権
の一環として市町村が責任をもって農地管理を主体的に行う点にあるとすれば、
地域農業者の代表組織である農業委員会の役割を本制度でも明確に位置づけ
ることが、地方分権ひいては行政と住民との協働による本来の地域自治の姿へ
と近づくように考えます。 
 
 他方で、行政委員会としての農業委員会の事務局体制をみると、遊休農地の
措置や利用意向調査、農地台帳の作成・公表等の新たな業務が増えているにも
かかわらず、市町村の厳しい財政事情により十分な職員数の確保が難しくなって
いるのが現状です。本制度の導入にあたっては、農業委員会の体制整備こそが
必要になると思われます。 
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